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１．はじめに

　わが国の人口は2008年の１億2,808万人をピークに

減少しはじめ、2053年には１億人を割り込み、9,924

万人まで減少するといわれている。増田編（2014）

では、若年女性（20～39歳）人口減少率が2010年か

ら2040年にかけて５割超の自治体を「消滅可能性都

市」と定義すると、全市町村の約52％にあたる896

自治体が消滅の危機にあることを示した。

　政府はこれらの人口減少傾向に歯止めをかけるた

め、2014年９月に「第１回　まち・ひと・しごと創

生本部会合」を設置し、地方創生政策を推進し始め

た。同会合は本部長に首相、副本部長に地方創生担

当大臣、内閣官房長官が就任し、地方創生を政府の

総力を挙げた政策課題として位置付けている。

　「まち・ひと・しごと創生の長期ビジョン」に

は、2060年を視野に「人口減少問題の克服」と「成

長力の確保」という目標が掲げられている。前者に

ついては、2060年に１億人程度の人口を維持するた

め、国民の希望出生率を1.8に引き上げるとともに、

東京一極集中の是正を目指している。後者について

は、2050年代に実質 GDP 成長率1.5～２％程度を維

持するため、人口安定化とともに生産性向上を推進

している。これらの政策目標を実現するため、政府

は地方創生関係交付金として事業費ベースで約9,700

億円（2014年から2017年度の合計）を地方に配分

し、個別施策には約2.8兆円（2014年から2017年度

の合計）の予算を投じてきた。

　ただ、人口減少と経済成長にはあまり関係性がな

い、という点に留意する必要がある。例えば、若田

部（2015）や吉川（2016）は、資本や生産性（技術

革新）は経済成長に大きく寄与するものの、人口

（労働力）はそれほど関係しないことを指摘してい

る。これらの知見を踏まえると、政府が地方創生政

策を通じて人口減少抑制と安定的経済成長という二

兎を追うために、巨額の予算を費やした意義や効

果、今後の継続性について再検討する余地があるの

ではないか。実際、山下（2018）では、地方創生の

政策目標は本来、人口減少対策であったはずだが地

方の雇用づくりに置き換わり、産業づくり事業が国

からの補助金メニューで優先されてきたことを指摘

している。そこで本稿では、地方創生政策の特徴と

課題を地方財政の視点から検証し、地方創生政策に

必要な改善点を示していく。

　本稿の構成は次のとおりである。続く２節では地

方創生政策と地方財政の古典的理論である「足によ

る投票」との関係性を検討していく。３節では地方

財政における最近の動向を整理し、４節では地方創

生関係交付金の意義やその配分要因を検証してい

く。５節では「平成の大合併」における財政支援措

置に関する研究成果から、地方創生における財政支

援措置で留意すべき課題を明らかにする。最後に、

本稿のまとめと地方財政の展望を示す。

２．地方創生と「足による投票」

　地方創生の基本目標は「地方が成長する活力を取

り戻し、人口減少を克服」である。その主な政策メ

ニューは、次のとおりである。

　まず、国家戦略特区は成長戦略に資する規制や税

制の特例措置である。例えば、兵庫県養父市では耕

作放棄地や農業の担い手不足を解決するため、農業

委員会と市町村の事務分担や農業生産法人に係る農
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地法の特例などが認められた。その他にも、人材流

動化支援施設の設置、獣医学部の新設に係る認可基

準の特例などが各地の政策実例としてあげられる。

また、政府関係機関の地方移転も検討され始めた。

具体的には、消費者庁の一部が徳島県に移転し、総

務省統計局「統計データ利活用センター」が和歌山

県に開設した。2021年度までには、文化庁の約７割

（250人程度以上）が京都府へ移転する見込みであ

る。これらの政府関係機関の移転は、地方と密接に

かかわる政策課題を迅速かつ効果的に解決すること

が期待されている。

　さらに、政府は「日本版 CCRC（Continuing Care 

Retirement Community）」の形成を推進している。

CCRC とは、高齢者が地方に移り住み、健康時から

介護・医療が必要となる時期まで継続的なケアや生

活支援サービス等を受けながら、生涯学習や社会活

動等に参加する共同体である。この背景には、わが

国の高齢化が2025年ごろにピークを迎えるため、特

に首都圏では病院や介護サービスを質・量ともに十

分に提供できない、という深刻な課題がある。

　若者の移住については、東京から地方への UIJ

ターンを促すとともに、地方から東京への人口移動

を抑制している。政府は2017年より東京23区の大学

の定員増を原則認めなくなった。その一方で、地方

では自道府県大学進学者の割合（平均）を2017年度

の32.7％から2020年までに36％まで高め、新規学卒

者の道府県内就職の割合（平均）を2015年度の

66.1％から2020年までに80％に引き上げようとして

いる。若者の雇用の受け皿づくりのために、本社機

能の一部を地方へ移転させようとする動きもある。

その結果、政府は本社機能の一部移転等により、企

業の地方拠点における雇用者数を2020年までの５年

間で４万人増加を目指している。

　これら以外にも、地方自治体は学生の奨学金の全

額もしくは一部を肩代わりする、奨学金返還支援制

度を導入し始めた。例えば、北九州市では2017年度

より、市内の大学に通学する学生が市内への就職と

居住を決めれば、年間最大18万円を３年間（最大54

万円）補助する。2017年度からの３年間で合計900

人の奨学金返還を支援するために、多くの若者が短

期的に北九州市内に暮らしていくことになる１。

　確かに、これらの地方創生に関する政策は、人口

の社会増のきっかけを創出することで、地方の人口

減少には一時的に有効であるかもしれない。しか

し、政府や地方自治体が地方創生政策を進めること

で、かえって市民の居住地選択や職業選択における

自由度を狭めてしまう面にも留意する必要があるの

ではないか。

　経済学には Tiebout（1956）による「足による投

票」という古典的な理論がある。通常、市民は選挙

を通じて自分の意見を表明する「手による投票」を

行う。「足による投票」とは住民の意見や要望が居

住地で反映されなければ、住民それぞれが自分の好

みにあった地域に引っ越しすることで、地域の評価

が市民の居住地選択で決まる、という理論である。

住民の移動費用が低くなり「足による投票」が積極
　　　　　　　　　　　　　　
１ 2017年12月、政府の「地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議」の最終報告では、学生等の地方還流

促進するため、奨学金返還支援を全国展開することが明記されている。
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的に行われると、首長は人口流出を防ぐために、住

民ニーズに即した公共サービスを効率的に提供しよ

うとする。各地域が善政競争を行えば、住民の公的

負担が軽減され、経済成長にも寄与するかもしれな

い。もちろん、地域の評価基準は子育ての環境、教

育、公共施設といった行政サービスだけでなく、通

勤、治安、地価などからも影響を受ける。「足によ

る投票」が行われた結果、同質的な人たちが同じ地

域に集まることで、各地域における特色や個人の

ニーズが明確になり、地域内の利害対立が緩和され

ることにも貢献する、といわれている２。

　このような「足による投票」の視点を踏まえる

と、国による半ば強制的な人口減少抑制策は地域間

競争をかえって低下させ、各地域の特性を失うリス

クも抱えている。政府が人口減少抑制政策の成果を

急ぐあまり、そのマイナス要素にも今後配慮しなけ

れば、結果的にわが国全体の活力を損なってしま

い、ローカルアベノミクスを達成できないのではな

いだろうか。

３．地方財政の最近の動向

　ここで、地方財政の現状を振り返ってみたい。ま

ず、図１は国と地方のプライマリーバランス（基礎

的財政収支）の推移を表したものである。国のプラ

イマリーバランスはリーマンショック後の2010年度

以降改善しつつあるが赤字のままであり、2017度で

は対 GDP 比3.7％の赤字である。その一方で、地方

のプライマリーバランスは2005年度以降、黒字のま

まである。この背景には、国からの財政移転が影響

していると思われる。

　また、国と地方の長期債務残高の推移を整理する

と、地方のプライマリーバランスの黒字化の影響に

より、地方の長期債務残高も減少傾向にある。地方

の長期債務残高は2008年度末に197兆円（対 GDP

　　　　　　　　　　　　　　
２「足による投票」にはこのようなメリットが存在するものの、居住地域が高所得者と低所得者で明確に分かれて

しまい、地域間の所得格差を拡大させてしまうおそれもある。ただ、所得格差の程度が極端に大きくなければ、
地域間格差を各地域の多様性と解釈することもできるだろう。

図１　国と地方のプライマリーバランス（対GDP比）の推移

出所：財務省ウェブサイト
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比39％）であったが、2018年度末には192兆円（対

GDP 比34％）に減少する見込みである。その一方

で、国の長期債務残高は増加の一途を辿っており、

2018年度末に915兆円（対 GDP 比156％）に上ると

予想されている。

　さらに、近年の地方財政で注目すべき動向は基金

の増加である。総務省自治財政局（2017）によれ

ば、地方自治体の基金残高は2006年度末の13兆6,022

億円から、2016年度末に21兆5,461億円となり、７

兆9,439億円増加した。このうち、都道府県は３兆

1,004億円、市町村は４兆8,435億円の増加となり、

基金増加は都道府県よりも市町村で顕著であること

がわかる。特に、将来の財源対策に充当される財政

調整基金の増加が最大である。財政調整基金の増加

額は２兆6,245億円で、その増減率は78.6％に上る。

総務省自治体財政局（2017）は、財政調整基金増加

の理由について地方自治体にアンケートした結果、

「公共施設等の老朽化対策等に係る経費の増大」、

「社会保障関係経費の増大」、「災害」を主な理由に

あげている。つまり、地方自治体は公共施設の老朽

化や少子高齢化に備えて、独自の財源対策を行って

きたといえよう。

　図２は、「平成の大合併」で合併した自治体と合

併しなかった自治体を都市・町村に分けて、標準財

政規模に対する財政調整基金の比率の平均値を表し

たものである。財政調整基金は合併・非合併自治体

で同じ傾向であることがわかる。ただ、合併自治体

と非合併自治体では基金の積立要因が大きく異なっ

ている３。合併自治体は、合併算定替による普通交

付税増加額や合併特例債といった合併に伴う国から

の財政支援措置を活用して、財政調整基金を積み立

てていた。その一方で、非合併自治体は単独事業費

などの抑制により財源を捻出して財政調整基金を積

み立てていたと考えられる。つまり、積立金の増加

要因は自治体によって大きく異なることがわかる。

　以上の地方財政の状況を踏まえると、地方自治体

には財政的な余剰が一見あるように思える。実際、

昨年の経済財政諮問会議などでも、国の危機的な財

政状況と地方の基金増加などを理由に、地方交付税

の削減が検討された。最終的に、国は基金増加を直

接の要因とはみなさないものの、2018年度の地方交

付税を16兆85億円として前年度から約3,213億円削

減した。この結果、地方交付税は2013年度から６年

連続の減少となった。

４．地方創生関連交付金とは

　政府は地方交付税を縮減する一方で、地方創生の

実現を後押しするため、地方創生関連交付金を各地

に配分している。図３は、2014年に交付された地方

創生先行型交付金を一人当たりの金額で表してい

る。一人当たり地方創生先行型交付金は鳥取県が最

大で3,102円、東京都が最小で100円であり、鳥取県

と東京都の差は約3,000円になる。全国平均では、

地方創生
特集

　　　　　　　　　　　　　　
３ 詳細は宮下・鷲見（2017）を参照されたい。

図２　市町村における財政調整基金比率の平均値の推移

出所：筆者作成
注： 財政調整基金比率（％）＝財政調整基金／標準財政
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一人当たり地方創生先行型交付金が1,161円であっ

た。地方創生先行型交付金は、鳥取県、高知県、島

根県など人口の少ない県に平均の２倍以上配分され

たことがわかる。

　ただ、政府が地方交付税を減額しつつ、使途が限

定される地方創生関連交付金の配分を今後も維持し

ていくならば、地方自治体によっては財政的自由度

を損なってしまうかもしれない。また、財政基盤の

脆弱な地方自治体ほど地方創生関連交付金という新

たな財源を獲得しようとするあまり、住民ニーズに

沿わない政策を推進した恐れもある。結果として、

地方創生政策には２節で示したようにトップダウン

型の政策が多いため、地方財政の中央集権化を助長

した可能性がある。

　図４は、地方創生に関する主な出来事と各交付金

配分の時期と金額を時系列で整理をしたものであ

る。2014年度の地方創生先行型交付金から毎年度

1,000～2,000億円程度の交付金が地方創生のために

各地方自治体に交付されてきたことがわかる。地方

交付税が減少傾向にあるなか、地方創生関連交付金

が地方自治体にとって喉から手が出るほど獲得した

い財源であったことは想像に難しくない。政府は地

方の現状を踏まえて、比較的早い段階で交付金を用

意していたのかもしれない。実際、2013年度末から

「地方消滅」が世間で話題になってから、１年足ら

ずで「まち・ひと・しごと創成本部」が政府に設置

され、翌月には地方創生先行型交付金の交付が決定

している。なお、2015年度には統一地方選挙、2016

年度には参議院選挙、2017年度には総選挙が実施さ

れており、各交付金が各選挙前後で地方自治体に配

分されている。

　選挙時期と地方創生関連交付金のタイミングの関

係性については、精緻な分析を今後要するが、政治

経済学では公共部門の予算が選挙時期に合わせて増

加され、選挙後に減少する傾向を「政治的予算循環

（Political Budget Cycle）」と呼ぶ４。この背景に
　　　　　　　　　　　　　　
４ Rogoff and Sibert （1988）, Rogoff （1990） などが先駆的研究である。

図３　一人当たり地方創生先行型交付金

出所：「地方創生先行型交付金」（内閣府）、「都道府県別人口」（総務省）より筆者作成
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は、政治家は選挙時期が近づくと、得票最大化のた

めに歳出拡大を行うことで市民に自らの能力をシグ

ナルとして伝えようとする行動がある、と考えられ

る。現段階ではあくまで推測の域を出ないが、地方

創生関連交付金も「政治的予算循環」の一部であっ

たかもしれない。なお、2014年度の地方創生先行型

交付金は、2015年の統一地方選挙で知事選と県議選

が実施された鳥取県、島根県、県議選が実施された

高知県に重点的に配分されていた５，６。

　これらの地方創生関連交付金の配分の妥当性につ

いては、学術的な見地も踏まえて今後明らかにされ

るべきであろう。ただ、交付金が政治的要因で配分

されてないとしても、国の貴重な財源が活用されて

いることに変わりはない。地方創生関連の交付金や

他予算が人口減少抑制や経済成長にどの程度寄与し

たのかを客観的かつ定量的に検証する必要がある。

政府も『まち・ひと・しごと創生総合戦略2017　改

訂版』において、基本目標や重要業績評価指標

（KPI）達成に向けた進捗状況を検証している。実

際、同資料には「従来の政策の検証」の課題とし

て、①府省庁・制度ごとの「縦割り」構造、②地域

特性を考慮しない「全国一律」の手法、③効果検証

を伴わない「バラマキ」、④地域に浸透しない「表

面的」な施策、⑤「短期的」な成果を求める施策、

という５点を挙げている。今後、これらの課題が地

方創生政策のなかでどう改善されていくのかを注視

していかねばならない。

５．「平成の大合併」の教訓を生かすべき

　地方創生政策は2015年度から2019年度の５年間に

限定されている。３節で明らかにしたように、国の

財政状況は逼迫しているため、各政策の財源が継続

して保障される保証はない。今後、地方自治体は地

方創生に関する事業を自前で実施するか、廃止する

のか、もしくは国に新たな財源を要求するか、とい

う選択を迫られるに違いない。
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５ 高知県知事選挙は2015年11月15日に執行されたが、無投票であった。
６ その一方で、これらの県と同様、人口100万を下回る山梨県や佐賀県では、一人当たり地方創生先行型交付金が

それぞれ1,634円と1,438円であり、平均程度の金額である。なお、両県の知事選は2015年度に行われていない。

図４　地方創生の時系列的整理
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　国からの財政支援措置と地方自治体の財政運営の

関係性は、「平成の大合併」の教訓を生かすべきで

はないだろうか。というのも、地方創生政策と合併

政策では地方自治体の財政的環境が類似しているか

らである。「平成の大合併」は地方分権の受け皿づ

くりのため、基礎的自治体の基盤強化を目指した。

ただ、一部の自治体は合併後の財政支援措置を期待

する面もあった、といわれる。この背景には、三位

一体改革の影響もあると考えられる。政府は三位一

体改革の一環として2004年から2006年度にかけて、

約5.1兆円の地方交付税および臨時財政対策債を削

減している。地方創生政策と同様、国からの地方交

付税が削減されるなか、合併政策でも新たな財政支

援措置が同時に行われていたのである。

　現在、合併自治体の多くは合併算定替による普通

交付税増加額の交付期限を迎えたが、一部の自治体

では国に陳情して、普通交付税の特例措置を得てい

る。確かに、地方交付税は自治体によって貴重な財

源ではあるが、合併自治体の財政的非効率性を助長

してしまう恐れもある。例えば、宮下・鷲見（2016）

では、合併算定替による普通交付税増加額が１％増

加すると合併自治体の非効率性は経常経費で0.7～

0.8％増加しており、平均的な合併自治体は最も効

率的な自治体と比べて１割程度の浪費をしているこ

とを示した。

　また、合併特例債（以下、特例債）の起債期限も

合併後10年間であったが、東日本大震災による復興

支援という理由もあり、東日本大震災で被災した市

町村では合併後25年間、それ以外の市町村では20年

間延長されている。ただ、宮下・中澤（2014）によ

れば、合併自治体の特例債を含む一人あたり地方債

残高は、非合併自治体に対して2003年度合併自治体

で16.3万円、2004年度で8.2万円、2005年度で6.8万

円高くなっていた。特例債は元利償還のうち70％を

基準財政需要額に算入できる地方債である。つま

り、合併自治体は市町村合併特例事業を３割の自地

域負担で実施できるため、他の地方債よりも特例債

を発行しているといえる。ただ、元利償還の財政負

担は交付税措置を通じて非合併自治体の住民にも広

く転嫁されることになる。

　以上のように、国が合併推進のために市町村へ財

政支援を行った結果、自治体における財政の非効率

性と負担の不公平性を生じさせている。また、特例

措置が当初期限を延長して継続されたことで、地方

財政は非効率性や資源配分上の歪みを内在したまま

である。地方創生が「平成の大合併」の二の舞とな

らないように、政府は特例措置の期限を厳格に設定

するとともに、地方自治体が財政支援措置を国へ過

度に依存しない方策を今後検討すべきであろう。

まとめと今後の課題

　本稿では、地方創生政策の特徴と課題を地方財政

の視点から検証してきた。各節で提示した主な論点

は次のとおりである。第１に、地方財政の古典的理

論である「足による投票」を踏まえると、地方創生

政策による半ば強制的な人口減少抑制策は地域間競

争をかえって低下させ、各地域の特性を失うリスク

を抱えていた。第２に、政府が地方交付税を減額し

つつ、使途が限定される地方創生関連交付金の配分

を継続していくならば、地方自治体によっては財政

的自由度を損なってしまうかもしれない。また、財

政基盤の脆弱な地方自治体ほど地方創生関連交付金

という新たな財源を獲得しようとするあまり、住民

ニーズに沿わない政策を推進したおそれもある。結

果として、地方創生政策はわが国の地方財政を中央

集権化へと進展させる転換点となりうる。第３に、

「平成の大合併」における財政支援措置に関する研

究成果から、地方創生における財政的支援措置で留

意すべき課題を示した。具体的には、地方創生では

特例措置の期限を厳格に設定するとともに、国は地



23日経研月報 2018.8

方自治体へ財政支援措置に対する過度な依存をさせ

ず、財政的自立を促すべきであろう。

　以上の論点を踏まえると、本来、地方創生とは地

方自治体への権限・財源などの移譲を経て行われる

べきであったのではないか。地方分権の本質的議論

がなされぬまま、地方創生が国主導（中央集権）で

推進されたことで、地方自治体は各種補助金の獲得

競争に陥ったおそれがある。「急がば回れ」という

格言どおり、国と地方の役割分担を見直したうえで

地域の自発性を喚起できれば、人口減少の抑制も経

済成長も実現しやすくなるのであろう７。

　第一次安倍政権では、「地方分権の総仕上げ」と

もいわれる道州制について、担当大臣を新設して推

進していた。現政権が道州制に限らず、地方分権に

まつわる議論を本格的に展開していくことを期待し

たい。
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７ Akai and Sakata （2002）などのように、財政制度の分権化が経済成長に寄与する、という研究成果もみられる。


